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に
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」
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大
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廷
に
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…
」

公
益
社
団
法
人

埼
玉
県
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

理
事
長

高
野 

淑
恵

平
素
よ
り
ご
支
援
ご
協
力
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

さ
て
、
本
年
７
月
３
日
最
高
裁
判
所

大
法
廷
に
お
い
て
旧
優
生
保
護
法
に
つ
い

て
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
争
点

は
２
つ
。
１
は
原
告
ま
た
は
そ
の
配
偶
者

が
受
け
た
不
妊
手
術
の
根
拠
と
さ
れ
た

旧
優
生
保
護
法
の
規
定
は
憲
法
に
違
反

し
て
お
り
、
違
法
な
行
為
が
あ
っ
た
と
判

断
し
て
、
原
告
ら
の
被
告
に
対
す
る
損

害
賠
償
請
求
権
の
発
生
を
認
め
た
こ
と
。

５
件
の
う
ち
１
件
は
期
間
の
経
過
に
よ

り
損
害
賠
償
請
求
権
が
消
滅
し
た
と
判

断
さ
れ
た
こ
と
。
２
は
原
告
ら
の
損
害
賠

償
請
求
権
が
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅

し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

判
決
は
争
点
の
２
つ
と
も
原
告
側
の

完
全
勝
訴
で
し
た
。
歴
史
的
な
瞬
間
で

し
た
。

旧
優
生
保
護
法
は
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
昭
和
23
年
（
１
９
４
８
）
に
制
定
さ

れ
ま
し
た
が
、
廃
止
さ
れ
た
の
は
平
成
８

年
（
１
９
９
６
）
で
、
48
年
と
い
う
長
き

に
わ
た
り
障
害
者
を
差
別
し
、
そ
の
人

権
を
蹂
躙
し
て
き
た
の
で
す
。

７
月
３
日
、
こ
の
日
も
梅
雨
の
時
期
と

は
思
え
な
い
猛
暑
の
な
か
、
裁
判
所
に
は

凡
そ
１
４
０
の
傍
聴
券
を
求
め
て
８
０
０

人
以
上
の
人
が
列
を
な
し
て
い
ま
し
た
。

私
も
そ
の
中
に
い
ま
し
た
。
１
時
間
以

上
炎
天
下
に
裁
判
所
の
門
の
開
く
の
を

待
ち
、
次
に
地
下
駐
車
場
で
更
に
１
時

間
待
ち
ま
し
た
。
受
け
取
っ
た
整
理
券

番
号
は
２
４
０
。
抽
選
時
間
の
13
時
45

分
に
は
８
０
０
を
超
え
る
番
号
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
い
つ
も
く
じ
運
の
悪
い
私
は

完
全
に
諦
め
て
い
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
か

当
た
っ
て
し
ま
い
、
職
員
の
方
に
何
度
も

確
認
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
法
廷
に
誘

導
さ
れ
な
が
ら
、
厳
し
い
持
ち
物
検
査

な
ど
が
あ
り
、
筆
記
用
具
と
傍
聴
券
以

外
は
法
廷
に
持
っ
て
入
れ
ま
せ
ん
。
大
法

廷
は
ち
ょ
っ
と
薄
暗
く
、
15
人
の
裁
判
官

が
ズ
ラ
リ
と
並
ん
だ
情
景
は
何
と
も
表

現
の
し
が
た
い
威
圧
感
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
雰
囲
気
の
中
で
、
国
が
上
告
し
て

い
る
５
件
の
う
ち
４
件
は
棄
却
、
最
後
の

１
件
も
差
し
戻
し
が
言
い
渡
さ
れ
、
そ
の

あ
と
に
判
決
の
理
由
が
淡
々
と
述
べ
ら
れ

て
い
き
ま
し
た
。
46
年
と
い
う
長
き
に
わ

た
り
一
定
の
個
人
を
差
別
し
て
き
た
こ
と

は
国
の
権
力
の
濫
用
で
あ
り
、
信
義
則

に
反
す
る
こ
と
、
原
告
ら
の
損
害
賠
償

請
求
権
が
改
正
前
の
民
法
に
20
年
と
定

め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
で

請
求
権
が
消
滅
し
た
と
い
う
国
の
主
張

に
つ
い
て
も
、
除
斥
期
間
に
よ
っ
て
国
の

責
任
が
免
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
明
確
に
指
摘
し
た
の
で
し
た
。
法
の
下

の
平
等
を
謳
っ
た
憲
法
に
違
反
し
て
い
る

こ
と
、
法
は
国
会
に
よ
り
成
立
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
国
会
の
責
任
は
極
め
て
重

大
で
あ
る
と
断
じ
、
原
告
の
完
全
勝
訴

で
し
た
。
僅
か
30
分
で
閉
廷
と
な
り
ま

し
た
が
、
法
廷
の
中
は
静
か
な
感
動
に

包
ま
れ
、
た
く
さ
ん
の
人
が
手
話
で
拍
手

を
送
り
、
ま
た
密
や
か
に
す
す
り
泣
く

人
も
い
て
、
私
も
こ
み
上
げ
る
感
動
で
胸

が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
三
権
分
立
が
正

し
く
行
わ
れ
た
歴
史
的
な
瞬
間
を
そ
の

場
で
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
本
当
に

感
動
し
ま
し
た
。
長
い
あ
い
だ
、
闘
い
続

け
て
き
た
方
た
ち
に
心
か
ら
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。

理
不
尽
に
奪
わ
れ
た
傷
み
は
決
し
て

元
に
は
戻
り
ま
せ
ん
が
、
人
と
し
て
生
き

る
権
利
は
誰
に
も
侵
す
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
が
明
確
に
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

事
実
が
こ
れ
か
ら
の
光
と
な
り
ま
す
。

民
主
国
家
で
あ
っ
て
も
、
国
家
が
間
違

い
を
犯
す
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き

に
国
家
に
対
し
て
も
「
Ｎ
Ｏ
！
」
と
言
え

る
力
を
私
た
ち
は
育
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
こ
と
に
、
過
去
に

育
成
会
は
優
生
保
護
法
に
「
Ｎ
Ｏ
！
」

と
言
え
な
か
っ
た
事
実
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
心
か
ら
の
反
省
と
し
て
、
今
を
生

き
る
私
た
ち
が
背
負
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
同
じ
過
ち
は
繰
り
返
し

ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
大
切
な
家
族
の
た
め

に
。

２
０
２
４
年
５
月
12
日
（
日
）

�
11
：
00
～
14
：
30

け
や
き
フ
ォ
ー
ラ
ム（
秩
父
市
役
所
２
階
）

カ
ー
レ
ッ
ト
：
卓
上
カ
ー
リ
ン
グ
と
も

呼
ば
れ
ル
ー
ル
も
カ
ー
リ
ン
グ
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
。
子
供
か
ら
高
齢
者
、
障
害
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
様
・
多
世
代
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
ス
ポ
ー
ツ
。

今
回
は
初
め
て
の
体
験
の
方
ば
か
り
で

し
た
が
、
講
師
で
あ
り
、
カ
ー
レ
ッ
ト
協

会
の
方
の
指
導
・
進
め
方
な
ど
は
、
わ
か

り
や
す
く
、
ど
な
た
で
も
す
ぐ
に
楽
し
む

こ
と
は
で
き
ま
し
た
。
失
敗
し
て
も
相
手

に
あ
り
が
と
う
！
と
い
う
言
葉
を
講
師
か

ら
い
た
だ
き
、
場
が
和
み
、
い
つ
も
失
敗

し
て
騒
い
で
し
ま
う
子
供
も
穏
や
か
に
楽

し
く
ゲ
ー
ム
が
で
き
ま
し
た
。

秩
父
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

カ
ー
レ
ッ
ト
体
験
会

�

参
加
者
　
32
名

２
０
２
４
年
４
月
13
日（
土
）～
14
日（
日
）

伊
豆
潮
騒
館

補
助
金
を
い
た
だ
き
４
年
ぶ
り
に
療
育

キ
ャ
ン
プ
を
開
催
で
き
ま
し
た
。

本
人
達
の
体
力
の
維
持
と
社
会
参
加
・

会
員
相
互
の
親
睦
と
融
和
を
図
る
目
的

で
、
宿
泊
を
か
ね
た
企
画
で
す
。

行
事
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
人

た
ち
の
成
長
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
集
団
で
一
つ
の
こ
と
を
す
る
こ
と
に

よ
り
協
調
性
が
身
に
付
き
、
仲
間
を
労
わ

る
心
を
な
し
と
げ
た
喜
び
と
満
足
感
が
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
た
２
日
間
で
し
た
。

吉
川
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

ラ
ジ
オ
体
操
第
一
及
び
ダ
ン
ス

参
加
者
　
20
名

障
害
者
社
会
参
加
事
業
　
生
活
訓
練
事
業

在
宅
重
度
心
身
障
害
児
者
療
育
援
護（
療
育
キ
ャ
ン
プ
）事
業

10月

1（日） 10：00～ 第6回三役会 育成会事務局

6（日） 10：00～ さいたまみんなの会
プラ板体験会 川口メディアセブン

24（木）10：00～ 理事会長会 浦和コミュニティーセンター
13

24（木）13：00～ 法人後見部会 浦和コミュニティーセンター
11

12（土）
13（日）10：00～

全国育成会連合会全
国大会　秋田

あきた芸術劇場
「ミルハス」

11月

1（金） 10：00～ そこが知りたい研修会
（相談支援部会）

埼玉共済会館
505会議室

1（金） 13：00～ 啓発キャラバン隊
実践講習会

埼玉共済会館
505会議室

7（火） 10：30～ 第7回三役会 育成会事務局

12月
19（木）10：00～ 相談員地区別研修会

熊谷
熊谷さくらめいと
第4会議室

20（金）10：00～ 相談員地区別研修会
浦和 埼玉会館4Ａ会議室

1月
7（火） 10：30～ 第8回三役会 育成会事務局
未定 12：00～ 新年交流会 ビストロやま（予定）
23（木）13：00～ 埼玉県監査 育成会事務局

2月
7（火） 10：30～ 第9回三役会 育成会事務局

未定 各ブロック会議
（予定）

3月
2（日） 第 59回県大会　

秩父大会 秩父宮記念市民会館

7（火） 10：30～ 第 10回三役会 育成会事務局
未定 10：00～ 理事会（予算） 未定
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事業部会活動の紹介事業部会活動の紹介
家族支援部会　ファシリテーターのつどい
まずは皆さん、おしゃれでちょっと迷う市民会館に無事について安堵。
同窓会のように明るく言葉を交わしながら、カーレットの準備。9月に吉
川での開催を控えているので、カーレットの進行の仕方も確認。「上手！」
「ドンマイ」の手話や、車いすユーザーの方がプレイしやすい机の配置等々
…、みんなで楽しめる工夫を改めて伝授していただきました。
また、プレイの中で、エプロンという低い壁を使って、ストーンを反射
させていく攻略法を詳しく教えてもらい、よりテンションがあがりました。
そして、後半は、家族支援ワークショップのマニュアルを見ながら、64
ページにわたるワークのあれこれを語り…「あなたの夢プランシート」「親子関係チェックシート」等々どれもやっ
てみたいねと…。さらに、本人や家族についての悩みの話にもなり…「本人の行動には、みんな理由があるね」「子
どもが入所すると、今度は夫の世話が…」等、家族支援ワークショップの意義がより顕著に。
益々今後の家族支援部の活動が楽しみになりました。� 業業務執行理事　桜井　直務執行理事　桜井　直美美

令和6年7月16日（火）
市民会館おおみや　集会室6

さいたまみんなの会　ボッチャ大会
■ ■ 本人の感想
準備体操やストレッチ体操をやった後、チーム分けを行い大きな輪っかにフライングディスクを入れるゲーム
をやりました。見た目は簡単そうだったのですが、いざやってみると少々難しく、私は10投のうち、7投しか入
れられず大変悔しかったです。10投全部入れた人は非常に嬉しそうでした。
前回（2023年7月16日）にやった時は準備体操を入念にし、多種のゲームを1時間半やり続けた後、残りの30分
間でやっとボッチャをやりました。時間が少なくてボッチャそのもののルールを憶えられなかったのですが、今
回はボッチャの時間が1時間以上ありました。
まずは大きな囲いにボッチャの玉を入れるゲームをやりました。これも見た目はかなり簡単そうでしたが、い
ざやってみると囲いに球が入らず、みんな苦戦していて、かなり悔しがっている人もいました。
最後に本来のルールでボッチャをやりました。まず白い球を投げて白い球を目がげて赤と青の球を投げていき
ますが、これは流石に難しかったです。指導員からルールを学びながら白い球に当たった数を競いましたが、優
勝したチームは非常に喜んでいました。私は投げた球が白い球に当てられず、少々悔しかったです。今回は時間
があったせいか、少しずつではありましたが、ルールが憶えられていい勉強になりました。
今回ボッチャ体験に参加して、非常に楽しかったです。体を動かすイベントもいいなぁと思いました。その他
参加した皆さんも非常に楽しそうでした。
これからも体を動かすイベントを考えていきたいと思いますし、たくさんの仲間が参加してくれれば、もっと
楽しいと思います。� 横横山　正山　正明明

令和6年7月14日（日）
浦和コミュニティーセンター　レクリエーションルーム

この広告は、「手をつなぐがん保険」の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」
をよくお読みください。「手をつなぐがん保険」は団体総合生活保険のペットネームです。ご不明な点等がある場合は、代理店ま
でお問い合わせください。

久保会長とぜんち共済社長の榎本が「手をつなぐ
がん保険」に対する思いを対談形式で語っていま
す。また、又村事務局長による加入方法のご案内も
あります。動画を是非ご覧ください!!

手をつなぐがん保険一般社団法人
全国手をつなぐ育成会連合会の

会員の皆様へ

2022年5月作成　22-TC00935

なぜ障がいのある息子はがん保険に加入できないのでしょうか？(＊)

 (＊)ぜんち共済のお客様アンケートより

https://youtu.be/MU8sw5liByk

動画はこちらから

障がいのある方とそのご家族をワイドにお守りする保険です

（団体総合生活保険）

特長1

代理手続き
代理告知が可能
障がいのある方向け

プラン

特長2

告知対象
疾患の緩和
障がいのある方向け

プラン

特長3

“親なきあと”に
備える補償
障がいのある方の
ご家族向けプラン

手をつなぐがん保険に興味を持たれた方は
下記お問い合わせ先 (取扱代理店 )に資料請求を

お待ちしております。
［お問い合わせ先取扱代理店］

東京海上日動火災保険株式会社
公務第一部東京公務課
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4
TEL：03-3515-4126（営業時間：平日9：00～17：00）

［引受保険会社］

〒102-0073
東京都千代田区九段北3-2-5  九段北325ビル４階

TEL :03-6910-0850 / FAX :03-6910-0851
URL : http://www.z-kyosai.com/
MAIL : gan@z-kyosai.com
（営業時間 平日9：00～17：00（土日・祝日・年末年始を除く））

0120-322-150

たった1分
スマホでカンタン資料請求
※QRコードはデンソーウェーブの
登録商標です。

●�ロール・プレイング（役割演技）という疑似体験をはじめて体験させていただき
ました。事柄が実際に起こったときに適切に対応できるようにする学習方法の一
つだそうです。

　�　家庭の中においては、ごく普通の会話に聞こえますが、セリフとして声に出し
てみると・・・これって虐待?

　�　虐待が起こらないようグレーゾーンのうちに注意することが大切と教えていた
だきました。親も支援者も自分が虐待していると自
覚がないことが多い、どう気づくか学んでいく必要
があるとのことです。

　�　親としてわが子に、また、まわりの障がいのある
方たちに思いやりの心をもって接するよう気づかさ
れた研修でした。

� 草加光陽育成会　森田とし子

参加者の感想

権利擁護研修会

▶研修会の経緯� 業務執行理事　桜井直美
2023年に地元久喜市で、障害者福祉事業所の職員向けの虐待防止研修会に参加。ロールプレイを通して様々な
気づきがあり、虐待について深く学ぶことができました。そこで、研修終了直後に、講師の相浦さんにかけより、
保護者向けの同プログラムをお願いした次第です。講義やグループワークを通して、支援者・保護者それぞれの
立場の方の思いに触れ、誰もが、自覚のないまま虐待の加害者になる可能性があることを認識できました。さら
に、「お世話になっているから言い出せない」そんな保護者の本音も含め、虐待を発見しても声をあげづらい現
状についても、丁寧な議論ができました。職員・保護者・行政等での日々の相談や協力が大切であることも、再
確認できました。

令和6年7月9日（火）
市民会館おおみや　集会室9

保護者だからこそ知りたい保護者だからこそ知りたい
障害者の虐待防止と権利擁護障害者の虐待防止と権利擁護
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⽬次
1：障害者⼿帳について知ろう
2：お⾦のことについて知ろう
3：⽀援って何？どこで相談できるの？
4：住むことをお⼿伝いするサービス
5：通う・働くをお⼿伝いするサービス
6：障害のある⼦どもを⽀援するサービス

⼤⼊り⼤
きなじ
⼤⼤ききなな字字でで
読読みみややすすいい

イイララスストトでで
わわかかりりややすすいい

⽀⽀援援のの使使いい
⽅⽅ががわわかかるる

てていいねねいいなな
説説明明

使える支援が自分でわかる！

「障害のある人が使える支援」

ご注文は
一般社団法人全国手をつなぐ連合会　滋賀事務所
TEL 077-536-5297　FAX 077-536-5299
HP �http：//zen-iku.jp/booklist　よりご注文・お問い合わせいただけます。

『障害のある人が使える支援』
あたらしいほうりつの本　最新版書籍紹介

講師　相浦　卓也　社会福祉法人邑元　しびらき施設長
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